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 石川県後期高齢者医療広域連合第五次広域計画(以下「第五次広域計画」という。)

は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の７及び石川県後期高齢者

医療広域連合規約（平成１９年石川県指令地第２７２８号）第５条の規定に基づき、

令和４年３月に改定した第四次広域計画の満了をうけて策定するものです。 

 これまで広域計画において、石川県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」

という。)と広域連合を組織する地方公共団体(以下「関係市町」という。)とが相

互に役割を担い連携して総合的かつ計画的に事務処理するためそれぞれ処理する

事務を明確にし、後期高齢者医療に関する事務を円滑に運営してきたところであり、

今後とも続くとみられる被保険者の増加や、被保険者の健康寿命延伸のための「高

齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進」、マイナ保険証の利用促進、子

ども・子育て支援納付金制度等の趣旨を踏まえ、第五次広域計画を策定するもので

す。 

 

 

  

１．広域計画の趣旨 
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（１）石川県の状況 

 石川県（以下「県」という。）の被保険者数は、後期高齢者医療制度発足

当初の平成２０年４月末は１３万７千人でしたが、第二次広域計画初年の

平成２３年４月末には１４万５千人となり、直近の令和８年１月末では○

○万○千人と年々増加しております。今後も高齢者は増加し続け、令和１

２年には、７５歳以上人口は約２１万４千人（全体人口比２０．２％）に

なると推計されています。 

また、保険給付費総額及び一人当たり保険給付費は、平成２０年度の約

１,０６７億円(一人当たり保険給付費８４６,７１７円)から令和６年度は

約１,８００億円(一人当たり保険給付費９２６，６８９円)となっています。

令和２年度から令和３年度までは新型コロナウイルス感染症の影響による

受診控えにより減少となったものの、被保険者の増加や医療の高度化等に

より、保険給付総額及び一人当たり保険給付費は増加傾向となっています。 

※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和５年推計)」による。 

 

 

 
 ※R5･6年度の保険給付費については、令和 6年能登半島地震による一部負担金猶予額を含む 
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２．制度を取り巻く状況と課題 
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（２）制度の状況 

後期高齢者医療制度は、平成２０年４月から施行され、当初は多少の混

乱を招きましたが、国、県、広域連合及び関係市町が連携し運営にあたる

ことにより、現在では十分定着し、安定的な制度運営がなされています。 

平成２５年８月には「社会保障制度改革国民会議」の最終報告書におい

て、現行制度を基本としながら、実施状況等を踏まえ、必要な改善を行っ

ていくことが適当であるとの方向性が示されました。 

これを踏まえ、国においては、同年１２月に成立した「持続可能な社会

保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づき、医療保

険制度改革の実施状況等を踏まえ、必要に応じ、高齢者医療制度のあり方

について検討することとしています。 

令和元年５月に「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健

康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、令和２年４月から「高齢者

の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療

確保法」という。）」が改正されたことに伴い、高齢者保健事業を行うにあ

たっては、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施するものとされま

した。 

令和３年６月に「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保

険法等の一部を改正する法律」が可決され、令和４年１０月１日には、現

役並み所得者以外で一定以上の所得がある被保険者は、窓口負担割合が２

割となりました。 

令和５年５月には「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する

ための健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、令和６年度より、

後期高齢者医療制度が出産育児一時金にかかる費用の一部を支援する仕組

みの導入及び後期高齢者一人当たりの保険料の伸び率を現役世代の一人当

たりの「後期高齢者支援金」の伸び率に合わせるための見直しがなされま

した。 

同年６月には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、マイナンバーカー

ドと健康保険証が一体化されました（マイナ保険証）。これにより令和６年

１２月から健康保険証が廃止となり、当初マイナ保険証を持たない被保険

者にのみ資格確認書が交付される予定でしたが、後期高齢者医療保険に関

しては、令和８年７月末までの暫定措置として、全ての被保険者に資格確

認書が交付されることになりました。 

     令和６年６月には「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」が成

立し、令和８年度より医療保険者が子ども・子育て支援納付金を負担する

こととなりました。 
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（３）課題 

団塊の世代の全てが７５歳に到達したことによって被保険者はここ数年

で急激に増加しました。 

また、医療の高度化等により、医療費はこれからも増加を続けることが

予想されます。今後とも被保険者が安心して医療を受けられ、それぞれの

地域で１日でも長く自立した生活を送ることができるよう、現行制度の円

滑かつ安定的な運営に努めていく必要があります。 

そのため、国の動向に注視しつつ、県及び関係市町と連携しながら、健

全な財政運営や医療費適正化の推進に努めるとともに、被保険者の健康寿

命の延伸のために必要な事業に取り組むほか、制度改正等に対応したシス

テムの構築や広報活動等、医療保険者としての機能強化が求められていま

す。 
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１、２の状況を踏まえ、第五次広域計画については、今後とも被保険者が安心

して医療を受けることができ、それぞれの地域で健康的な生活を送ることができ

るよう、現行制度の円滑かつ安定的な運営を行うため、次の基本方針を定めます。 

 

（１）健全な財政運営 

医療給付費等の歳出を的確に見込むとともに、医療給付費準備基金等を

活用して保険料の増加抑制を図りつつ、補助制度等を最大限活用して必要

な財源を確保し、安定した財政運営に努めます。 

保険料については、被保険者の負担軽減を考慮しながら適切な保険料率

の設定と賦課を行い、被保険者間の負担の公平性の確保のために収納率の

向上を目指します。 

 

（２）医療費の適正化 

後期高齢者医療制度の安定的な運営に資するため、レセプト点検の実施、

医療費通知の送付及び後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進などの

実施により、医療費の適正化に努めます。 

 

（３）組織体制の強化と事務の効率化 

    被保険者の増加に伴う業務量の増加等に対し、石川県国民健康保険団体

連合会（以下「国保連合会」という。）からの職員の派遣や民間人材派遣等

を活用し組織体制の強化を図るほか、業務委託や事務の電算化等により事

務の効率化を図ります。 

 

（４）保健事業の推進 

被保険者の健康寿命の延伸は、医療費の適正化につながり、ひいては健

全な財政、制度の円滑な運営に資するものです。 

このため、重症化予防可能な疾病等に対して効果的かつ効率的な高齢者

保健事業を実施するため、高齢者医療確保法をはじめとする関係法令に則

り、関係機関における高齢者の保健福祉、医療及び介護に関する諸施策と

の調和を図った「保健事業の実施計画(データヘルス計画)」に基づき、関

係市町等と連携し、効果的な保健事業を推進します。 

また、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、高齢者保健

事業等を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとす

るため、関係市町等との連携・協力の下に、「高齢者の保健事業と介護予防

の一体的実施」を拡充して、地域包括ケアシステムの構築を推進します。 

３．広域計画の基本方針 
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これらの推進には、医師会はじめ医療関係団体等の理解と協力が欠かせ 

ないことから、そのための基盤整備にも取り組みます。 

 

（５）個人情報の適正管理 

オンライン資格確認システム導入の原則義務化などマイナンバー制度の

運用拡大に伴い、より一層個人情報の適正な管理・保護が求められている

ことから、セキュリティポリシー等に基づく適正なセキュリティ対策、職

員に対する研修等の実施により、個人情報の適切な利用と保護の徹底に努

めます。 

 

 （６）マイナ保険証の利用促進 

    国が進める医療ＤＸの基盤として、マイナンバーカードを健康保険証と

して利用する「マイナ保険証」への移行が推進されている中、被保険者の

利便性向上と医療の質の向上、さらには持続可能な医療保険制度の運営に

資するため、マイナ保険証の利用を積極的に促進します。 

    また、マイナ保険証の利用率向上は、保険者努力支援制度（保険者インセ

ンティブ）における重要な評価指標となっており、交付金の金額に影響す

ることで広域連合の財政基盤の強化にも直結することから、計画的かつ効

果的な取り組みを推進します。 
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（１）広域連合は、後期高齢者医療に関し、関係市町と相互に協力しながら、効

率的かつ的確に業務を行います。また、保険料の徴収や窓口事務を担当する

関係市町と綿密に連携しながら、住民サービスの向上に努めます。 

 

（２）広域連合は、住民が利用し易く信頼される運営を行うために、研究・調査

を行い、関係市町に対し、必要な助言を行います。 

 

（３）広域連合は、後期高齢者医療に関する個人情報を、関係市町と共有し相互

に連絡調整をしながら、事務の効率化を図ります。 

 

（４）広域連合は、関係市町から提供された後期高齢者医療の業務に関し必要な

個人情報について、適切な保護管理を行います。 

 

（５）広域連合は、高齢者保健事業、特にその中心となる「健康診査」や「高齢

者の保健事業と介護予防の一体的実施」等を、より効果的かつ効率的に進め

るために、関係市町及び関係団体等に対して事業を委託し、その拡充に必要

な支援等を行います。 

 

（６）後期高齢者医療に関する窓口業務は、関係市町が事務を行い、住民の福祉

と利便の向上に努めることとします。 

 

（７）関係市町は、被保険者の健康の保持増進のために必要な保健事業（高齢者

保健事業）等を広域連合と連携して、当広域連合のデータヘルス計画に基づ

き、市町の上位計画及び関係計画等との調和等も図りながら事業を行うこと

とします。 

 

（８）関係市町は、広域連合と相互に連絡調整し、広域連合が、住民に利用し易

く信頼される運営を行うための協力をすることとします。 

 

（９）関係市町は、後期高齢者医療の業務に関し必要な個人情報を広域連合に対

し提供するものとします。 

  

４．広域連合と関係市町の基本的役割 
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広域連合と関係市町は、高齢者医療確保法に規定する後期高齢者医療制度の事

務のうち、次に掲げる事務を処理します。 

 

（１）被保険者の資格管理に関する事務 

〔広域連合が行う事務〕 

被保険者台帳により被保険者資格情報を適正に管理し、被保険者資格の

認定（取得及び喪失の確認、６５歳以上７５歳未満で一定の障害がある方

に対する認定）、資格確認書等の交付や一部負担金割合の決定等を行います。 

   〔関係市町が行う事務〕 

利用者の利便性に配慮し、被保険者からの資格の取得、喪失、異動等の

申請及び届出の受付や資格確認書等の再発行等、窓口事務を行います。 

 

（２）医療給付に関する事務 

〔広域連合が行う事務〕 

高齢者医療確保法第５６条に規定する次の医療給付の支給決定、審査及

び支払いを行います。 

また、医療費の適正化に向けて、レセプト点検の強化、医療費通知の送

付やジェネリック医薬品の使用促進に努めます。 

＜高齢者医療確保法第５６条に規定する医療給付の種類＞ 

    ・療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療

養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給 

    ・高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 

    ・その他広域連合条例で定めるところにより行う給付 

〔関係市町が行う事務〕 

     被保険者の利便性に配慮し、医療給付に関する各種申請及び届出の受付 

や証明書の引渡し等、窓口事務を行います。 

 

（３）保険料の賦課及び徴収に関する事務 

   〔広域連合が行う事務〕 

     関係市町の有する所得情報等を基に、保険料率の決定、保険料の賦課（軽

減措置判定、減免及び徴収猶予を含む。）を行います。 

   〔関係市町が行う事務〕 

     被保険者の利便性に配慮し、減免・徴収猶予に係る申請の受付のほか、

給付と負担の公平化を図るため、保険料の徴収及び滞納整理を行います。 

    

５．広域連合及び関係市町が行う事務 
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（４）保健事業に関する事務 

   〔広域連合が行う事務〕 

     データヘルス計画の策定・推進を行います。 

関係市町等に高齢者保健事業を委託し、委託事業以外の保健事業につい

ても補助金による支援を行います。 

また、健診結果や医療レセプト等の保有する健康・医療情報を活用して

地域の健康課題等を把握、関係市町及び関係団体等にも必要な情報を提供

し、事業拡充のための関係市町等との一体的実施に係る意見交換会や研修

の実施、県や国保連合会等との調整を行います。 

さらには、医療保険団体等との連携強化にも取り組みます。 

〔関係市町が行う事務〕 

広域連合から高齢者保健事業を受託し、後期高齢者医療制度の担当課の

みならず、国民健康保険、介護保険、健康づくり等の関係課が相互に連携

して事業を行います。 

また、高齢者医療確保法第１２５条の２第１項に規定する基本的な方針

を定め、地域の健康実態及び健康課題等を詳細に把握、分析の上、効果

的・効率的な高齢者保健事業を行います。 

広域連合からの委託事業以外の保健事業も行い、地域の医療関係団体等

との連携を行います。 

 

（５）その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 

後期高齢者医療制度について、被保険者をはじめ、様々な世代の方に正

しく理解していただくため、広域連合と関係市町が連携してわかりやすい

広報活動を行います。 

また、電算処理システムの適宜整備を進め、マニュアルの更新や研修等

を実施し、情報共有や事務の効率化を図ります。 

なお、個人番号を含む個人情報については、広域連合と関係市町におい

て、今後も厳格な保護と管理に努めます。 
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第五次広域計画の期間は、令和８年度から令和１３年度までの６年間とします。 

ただし、広域連合長が必要と認めたときは、随時改定を行うものとします。 

 

 

  

６．広域計画の期間及び改定 
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別表 

【広域連合及び関係市町が行う主な事務】 

主な事務区分 広域連合が行う事務 関係市町が行う事務 

被保険者の資格

管理に関する事

務 

①被保険者の資格管理 

②６５歳～７４歳の者の資格認定 

③資格確認書等の交付・回収 

④オンライン資格確認等システムへの 

資格情報連携 

①申請及び届出の受付 

・資格確認書等の交付申請 

・障害認定申請等 

・生活保護認定等に係る資格取得・喪失の 

届出 

②資格確認書等の再発行 

③資格確認書等の返還の受付      

医療給付に関す

る事務 

①医療給付費の審査、支払 

②葬祭費等の支給 

③受診行動適正化（レセプト点検の実施、

医療費通知･後発医薬品差額通知の送付） 

④第三者行為求償  ⑤不当利得の徴収 

①医療給付、葬祭費等の支給申請の受付 

②特定疾病の認定に係る証明書等の引渡し 

            

保険料の賦課及

び徴収に関する

事務 

①保険料率の決定 

②保険料の賦課決定 

③減免、徴収猶予の決定 

④所得照会 

①保険料の徴収（納入通知書の送付を含む。） 

②保険料等の納入 

③保険料の減免・徴収猶予に係る申請の受付 

④簡易申告書及び所得照会書の送付・受付 

保健事業に関す

る事務 

広域計画及びデータヘルス計画に沿う事業 

①域内全体の健康実態、健康課題の把握及

び整理（集計・分析）、事業全体の企画な

ど 

②関係市町への情報提供及び各過程におけ

る、必要な支援・研修など 

③事業実施内容の取りまとめ及び事業評価 

④関係団体等との調整及び事業拡充のため

の基盤整備など 

⑤各保健事業の国県への事業申請及び 

実績報告など 

ア データヘルス計画の推進・改定 

（PDCA サイクルに沿った進捗状況確認） 

イ 高齢者保健事業と介護予防の一体的実施事業の推進 

ウ その他の高齢者保健事業の実施（健康診査、歯科健康

診査） 

広域計画及びデータヘルス計画に沿う事業 

①広域連合と連携した高齢者保健事業の実施 

②特に（歯科）健康診査及び、高齢者の保健事

業と介護予防の一体的実施の拡充 

③そのために必要な情報等の収集、分析及び関

係団体等との調整 

ア 事業内容の企画・調整 

イ 基本的な方針の策定 

ウ KDBシステム等を活用した地域の健康課題の分析・把握 

エ 低栄養防止・重症化予防個別的支援（ハイリスクアプローチ） 

オ 通いの場等への積極的関与等（ポピュレーションアプローチ） 

カ 実績報告関係書類の作成 

キ 関係団体等との調整及び協働・連携 

ク その他 

その他後期高齢

者医療制度の施

行に関する事務 

①後期高齢者医療制度に関する広報活動の実施 

②住民からの相談、問い合わせ等の対応 

③個人情報の適正管理 （広域連合・関係市町が連携） 

 


